
 

平成３０年度 第３回奈良県学校保健会研修会実施要項 

 

１ 目 的 

 子どもの心身の健康を守り、学校全体で充実した学校保健の取り組みを

進めるため、特に学校事故を通して、教員の責任に対する理解を深めると

ともにその対処法について研修することを目的として、奈良県学校保健会

規約第３条（１）に基づき、研修会を開催する。 

 

２ 主 催 

   奈良県学校保健会・奈良県教育委員会 

 

３ 期 日 

平成３０年１１月１２日（月） 

       

４ 会 場 

奈良県教育研究所 大講座室 

奈良県磯城郡田原本町秦庄２２－１ 

 

５ 参加対象者 

教職員、市町村教育委員会関係者、学校保健関係者、県内学校（園）の

学校医、学校歯科医、学校薬剤師及びＰＴＡ関係者 

 

６ 日 程 

１３：４０～１４：００ 受  付 

１４：００～１４：１５ 開会行事 

１４：１５～１６：１５  講  演 

１６：１５～１６：３０ 閉会行事 

 

７ 内 容 

      演 題  学校教師が考えるリスクマネジメント 

        ―学校事故の裁判事例から学ぶー 

      講 師  弁護士法人 大江橋法律事務所 弁護士 石原 真弓 氏 


